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遺伝子組換え農産物の意図せざる混入の検査法について
～「食品表示基準について」が一部改正されました～

　

2
0
2
1
年
9
月
1
5
日
、「
食
品
表
示
基
準
に
つ

い
て
」の
第
2
4
次
改
正
が
行
わ
れ
、遺
伝
子
組
換
え
農

産
物
の
意
図
せ
ざ
る
混
入
の
検
査
法
新
設
と
検
査
機

器
の
追
加
等
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

︽
ポ
イ
ン
ト
︾

・
通
知「
食
品
表
示
基
準
に
つ
い
て
」の「
別
添 

安
全
性

審
査
済
み
の
遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
検
査
方
法
」
に

お
い
て
、

・
分
別
生
産
流
通
管
理
を
実
施
し
た
非
遺
伝
子
組
換
え

ダ
イ
ズ
穀
粒
及
び
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
穀
粒
に
つ
い
て
、

・
意
図
せ
ざ
る
混
入
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
法
の
新

設
と
、
現
行
の
検
査
法
で
使
用
で
き
る
検
査
機
器
の

追
加
等
が
さ
れ
た

改
正
の
背
景

　

2
0
1
8
年
3
月
2
8
日
、
消
費
者
庁
よ
り
公
表
さ

れ
た
「
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
に
関
す
る
検
討
会
報

告
書
」の「（
２
）表
示
方
法　

② 「
遺
伝
子
組
換
え
で
な

い
」の
表
示
方
法
」に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
整
理
が
な

さ
れ
た
こ
と
が
改
正
の
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。

主
な
改
正
点

　

追
加
さ
れ
た
検
査
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。検
査

方
法
の
他
に
通
知
文
の
修
正
も
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
第
2
4
次
改
正
の「（
別
紙
）新
旧
対
照
表
」を
参

照
す
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、日
本
へ
の
輸
入
食
品
を
取
り
扱
わ
れ
る
方
は
、

検
査
対
象
の
遺
伝
子
組
換
え
食
品
が
日
本
に
お
い
て
「

安
全
性
審
査
済
み
で
あ
る
か
」
を
別
途
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹁
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
﹂表
示
は
“不
検
出
”が
条
件

　

検
査
の
目
的
は「
意
図
せ
ざ
る
混
入
」が「
５
％
以
下

で
あ
る
か
」「
不
検
出
で
あ
る
か
」を
確
認
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。先
述
の
「
遺
伝
子
組
換
え
表
示
制
度
に
関

す
る
検
討
会
報
告
書
」
を
受
け
、
2
0
1
9
年
4
月
の

食
品
表
示
基
準
改
正
に
よ
り
、「
不
検
出
」で
な
い
限
り

「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」
と
表
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
で
す
。た
だ
し
５
％
以
下
で
あ
れ
ば

「
分
別
生
産
流
通
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
旨
」

を
任
意
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

第
4
6
回
食
品
表
示
部
会（
内
閣
府
消
費
者
委
員
会
）

で
使
用
さ
れ
た
資
料「（
資
料
4
）新
た
な
遺
伝
子
組
換

え
表
示
制
度
に
係
る
内
閣
府
令
一
部
改
正
案
の
考
え

方（
2
0
1
8
年
1
0
月
1
0
日
）」に
、
改
正
に
つ
い

て
分
か
り
や
す
い
比
較
図
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、以
下
に
引
用
し
ま
す
。

《
2
0
1
9
年
4
月
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
》

・「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」表
示
が
認
め
ら
れ
る
条
件

を
現
行
制
度
の「（
大
豆
及
び
と
う
も
ろ
こ
し
に
つ
い

て
、意
図
せ
ざ
る
混
入
率
）５
％
以
下
」か
ら「
不
検
出
」

に
引
き
下
げ
る
。

・
５
％
以
下
の
場
合
、
分
別
生
産
流
通
管
理
が
適
切
に

行
わ
れ
て
い
る
旨
の
表
示
を
任
意
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

2
0
1
9
年
4
月
の
食
品
表
示
基
準
改
正
（
遺
伝
子

組
換
え
表
示
制
度
改
正
）
の
経
過
措
置
期
間
は

2
0
2
3
年
3
月
末
で
す
。「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」

表
示
を
さ
れ
て
い
る
商
品
を
取
り
扱
う
事
業
者
の
方

は
す
で
に
準
備
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す

が
、
そ
う
で
な
い
方
は
、
検
査
法
の
新
設
が
公
表
さ
れ

た
今
回
を
き
っ
か
け
に
改
め
て
遺
伝
子
組
換
え
表
示

制
度
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
機
会
に
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
川
合
）

　
「
意
図
せ
ざ
る
混
入
」
の
許
容
率
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
だ
け
引
き
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
消
費
者

の
要
望
が
あ
る
が
、
事
業
者
に
よ
る
原
材
料
の
安

定
的
な
調
達
が
困
難
と
な
る
可
能
性
、
許
容
率
引

下
げ
に
伴
う
検
査
に
係
る
作
業
量
や
コ
ス
ト
の
増

大
な
ど
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
大
豆

及
び
と
う
も
ろ
こ
し
に
つ
い
て
５
％
以
下
の
意
図

せ
ざ
る
混
入
を
認
め
て
い
る
現
行
制
度
を
維
持
す

る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」
表
示
が
認
め
ら
れ
る

条
件
に
つ
い
て
は
、大
豆
及
び
と
う
も
ろ
こ
し
に
対

し
て
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
が
最
大
５
％
混
入
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
遺
伝
子
組
換
え
で
な

い
」表
示
を
可
能
と
し
て
い
る
こ
と
は
誤
認
を
招
く

と
の
意
見
を
踏
ま
え
、
誤
認
防
止
、
表
示
の
正
確
性

担
保
及
び
消
費
者
の
選
択
幅
の
拡
大
の
観
点
か
ら
、

「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」
表
示
が
認
め
ら
れ
る
条

件
を
現
行
制
度
の「
５
％
以
下
」か
ら「
不
検
出
」に

引
き
下
げ
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。な
お
、

２
．２
．ダ
イ
ズ
穀
粒
の
検
査
法（
遺
伝
子
組
換
え
農

産
物
混
入
の
判
定
に
係
る
検
査
法
）

　

２
．２
．１
．リ
ア
ル
タ
イ
ム 

P
C
R
を
用
い
た
定

性
P
C
R 
法

　
　

２
．２
．１
．１
．ABI PRISM

® 7900H
T 96 w

ell

を
用
い
た
定
性 
P
C
R

　
　

２
．２
．１
．２
．Applied Biosystem

s® 7500

を
用
い
た
定
性 
P
C
R

　
　

２
．２
．１
．３
．QuantStudio 5 

を
用
い
た
定
性

Ｐ
C
R

　
　

２
．２
．１
．４
．QuantStudio 12K Flex

を
用
い

た
定
性 

P
C
R

　
　

２
．２
．１
．５
．LightCycler® 96

を
用
い
た
定

性
P
C
R

　
　

２
．２
．１
．６
．LightCycler®

480

を
用
い
た

定
性
P
C
R

　

２
．２
．２
．結
果
の
判
定

２
．４
．ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
穀
粒
の
検
査
法（
遺
伝
子
組

換
え
農
産
物
混
入
の
判
定
に
係
る
検
査
法
）

　

２
．４
．１
．リ
ア
ル
タ
イ
ム
P
C
R
を
用
い
た
定

性
P
C
R
法

　
　

２
．４
．１
．１
．ABI PRISM

® 7900H
T 96 w

ell 

を
用
い
た
定
性 

P
C
R

引
下
げ
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
な
表
示
制
度
が
現
在

の
食
品
の
製
造
・
流
通
・
消
費
に
与
え
る
影
響
に

配
慮
し
、こ
れ
ら
の
現
場
で
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
、

新
た
に
公
定
検
査
法
を
確
立
し
、円
滑
な
検
証
や
監

視
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、事
業
者
や
消
費
者
に
十

分
な
周
知
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。新
た
な
公

定
検
査
法
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
、遺
伝
子
組
換
え

農
産
物
の
混
入
率
を
判
定
す
る
現
行
の
定
量
検
査

法
の
よ
う
に
、正
確
性
と
実
行
可
能
性
の
バ
ラ
ン
ス

に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

２
．４
．１
．２
．Applied Biosystem

s® 7500 

を

用
い
た
定
性 

P
C
R

　
　

２
．４
．１
．３
．QuantStudio 5 

を
用
い
た
定
性 

P
C
R

　
　

２
．４
．１
．４
．QuantStudio 12K Flex 

を
用
い

た
定
性 

P
C
R

　
　

２
．４
．１
．５
．LightCycler® 96 

を
用
い
た
定

性
P
C
R

　
　

２
．４
．１
．６
．LightCycler® 480 

を
用
い
た
定

性 

P
C
R

　

２
．４
．２
． 

結
果
の
判
定

【義務表示】
「遺伝子組換え不分別」 など

説明表示例：
「遺伝子組換えのものと分けて管理していません。」

【任意表示】

表示例：
「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐため分別管
理されたとうもろこしを使用しています。」

【任意表示】
「遺伝子組換えでない」　など

100％

5％

0％

不検出

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

【義務表示】
「遺伝子組換え不分別」 など

【任意表示】
「遺伝子組換えでないものを分別」
「遺伝子組換えでない」 　　　など

100％

0％

5％

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

＜改正※＞＜現行の表示制度＞ 

（注）「遺伝子組換え」表示及び任意表示については、事業者が分別生産流通管理を行っていることが前提。

【義務表示】「遺伝子組換え」など

（ （

※引用元では「改正案」



毎月発行　第 153 号ラ ベ ル バ ン ク 新 聞2021 年（令和 3年）10 月 1日

　消費者の食品への嗜好が多様化する昨今、動物性原材料ではなく、
植物由来の原材料を使用した食品が増えています。このような植物由
来の原材料を使用し、畜産物や水産物に似せて作られている食品は、
「プラントベース食品」と呼ばれています。今回のコラムでは、この
「プラントベース食品」についての、日本での表示上の取り扱いと、
更に他国での取り扱われ方の事例にも少し触れてみたいと思います。

■日本における「プラントベース食品」の表示について
　消費者庁からは次の様な食品が「プラントベース食品」を説明する
リーフレットに例示されています。

　まずアメリカでは、「プラントベース食品」に使用する原材料につ
いて使用基準が設けられています。
　具体的には、2019年9月、食品医薬品局（FDA）より、ひき肉代替
品に使用する着色料（大豆レグヘモグロビン）の使用量の基準値につ
いて以下の通知が出されています。

■海外における「プラントベース食品」の取り扱いについて（米国・
EU・大洋州）
　さて、今度は少し海外に目を向けてみましょう。国によっては、既
に規格基準が設けられている国もある様です。

　最後にEUの状況を見てみましょう。こちらは、乳製品に関して基準
を設ける形で、その代替品に対する用語の使用が表示上制限されていま
す。具体的には、2013年に施行された法令No.1308/2013において、
「milk products（乳製品）」について以下の通り記載しています。

　更にその後EUでは、2017年に「creamy（クリーミー）」「buttery
（バターの様な）」といった言葉の使用から、乳製品では馴染みのある
パッケージや、乳製品を想像させるイラストの使用に至るまで等を禁止
し、「プラントベース食品」に対してより厳しい規制を課した
「Amendment171」という法案が成立していましたが、2021年春、こ
の法案については取り下げられました。

 以上、「プラントベース食品」に関する日本での表示上の注意点と、
海外での取り扱いの状況を一部の国についてご紹介して参りましたが、
大切なのは、肉や乳製品の代替食品としての役割を担うという側面があ
る以上、これらの食品との類似点と相違点を踏まえた上で、消費者が誤
認することがない様、適切に商品を選択することが出来、かつ安全に使
用することが出来る様に、正確な表示を行うことだと思います。
　今回ご紹介させて頂いた情報が、今後「プラントベース食品」につ
いて、輸入・輸出を含めて販売を検討される皆様のご参考になれば幸
いです。

（亀山）

　その上で、以下の様な用語の使用について、同法令では「milk 
products（乳製品）に対してのみ認めています。

ミニコラム
プラントベース食品について

今月の「お気に入り」言葉

（ことわざ）

※ラベルバンク新聞を郵送からメール配信への切替をご希望の場合、お手数ですが右記までご連絡くださいませ。→ customer@label-bank.co.jp

日陰の豆も時が来れば爆ぜる

　上記はいずれも、100%植物由来のものもあるが、動物由来等、その
他の原材料が含まれているものもあるという食品の事例となっていま
す。これらの事例を示すことにより、特に食物アレルギーをお持ちの
消費者の方々に対して、「プラントベース食品」の表示を見る際に
は、植物由来であることをうたった商品名だけでなく、使用されてい
る原材料の表示までよく確認する様、注意喚起がなされています。
　そしてやはり消費者は、食品を購入する際、「大豆ハンバーグ」や
「〇〇ミルク」などの商品名として表示された情報に大きく影響され
てしまうことから、景品表示法上問題となることの懸念を想定した
Q&Aも、消費者庁のHPに多く記載されています。
　以下にそのいくつかをご紹介します。

　続いてオーストラリア・ニュージーランドでは、「プラントベース
食品」に当たる「Plant-based milk alternatives」（プラントベース代
替牛乳）について表示基準が設けられています。
　具体的には、オーストラリア・ニュージーランド食品基準法
（FSANZ）のHPにおいて、「Plant-based milk alternatives」（プラン
トベース代替牛乳）を以下のものから作られる飲料であると定義付け
ています。

　その上で、栄養成分上の乳製品との違いを説明していますが、その
他、特に表示上の注意点として、乳幼児を対象とする義務表示事項を
以下の通り定めています。

　上記QAが記載されているQA集には、同様の景品表示法に関する内
容の他、「プラントベース食品」を原材料で使用した場合の表示につ
いても触れていますので、こちらも以下に記載しておきます。

｢大豆肉｣や｢大豆から作ったハンバーグ｣と表示されている加工食品
には、様々なものがあります。
・ 全て植物由来の原材料であるもの
・ 一部の原材料や食品添加物に動物性由来のものが含まれているもの 
など

「〇〇ミルク」と表示されている食品や、バターやチーズのような絵・
写真が表示されている食品にも、様々なものがあります。
・ 乳製品から製造されていないもの
・ 〇〇以外のものも原材料に使用しているもの など

21CFR No.73.520 Soy leghemoglobin より、以下該当箇所を和訳
（C）使用基準
大豆レグヘモグロビンは、未調理の製品重量に対して 0.8% を超えな
いという条件下で、牛ひき肉類似食品に安全に使用することが出来る。

・大豆などのマメ科植物
・米やオーツ麦といった穀類
・アーモンドなどのナッツ類

牛乳よりたんぱく質の含有量が少ない植物由来の飲料には、「本製品
は、5歳未満の乳幼児に対しては、完全な代替牛乳として適しません。」
という勧告を記載しなければならない。
適切な量のたんぱく質を含むが脂質の含有量が少ない乳製品並びに植
物由来代替牛乳には、「本製品は、2 歳未満の乳幼児に対しては、完
全な代替牛乳として適しません。」という注意書きを記載しなければ
ならない。

以下、PART III Milk and milk products より該当箇所を抜粋・和訳
「乳製品」とは、牛乳のみに由来する製品を意味する。このことは、
その製造時に必要な物質は、乳成分のいずれか若しくは全てにおいて、
これらを代替する為に使用するものではないという条件の下で添加す
ることが可能であるということを理解した上で成立する。

whey, cream, butter, buttermilk, butteroil, caseins, anhydrous milk fat 
(AMF), cheese, yogurt… （一部抜粋）

A1 代替肉は、食肉ではありません。
したがって、例えば、商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、
「原材料に大豆使用」、「お肉を使用していません」、「肉不使用」と表
示するなど、一般消費者が、表示全体から、食肉ではないのに食肉
であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上
問題となることはありません。

Q1 プラントベース ( 植物由来 ) 食品である「肉」( 以下「代替肉」
といいます。) の商品名に例えば「大豆肉」、「ノットミート」と表示
することは景品表示法上問題となりますか。

A4 代替乳飲料は、牛乳又は乳飲料 ( 以下「牛乳等」といいます。)
ではありません。
したがって、例えば、商品名とは別に、「オーツ麦を使用したものです」、
「牛乳や乳飲料ではありません」と表示するなど、一般消費者が、表
示全体から、牛乳等ではないのに牛乳等であるかのように誤認する
表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはありません。

Q4 プラントベース ( 植物由来 ) 食品である「乳飲料」( 以下「代替
乳飲料」といいます。) の商品名に、「オーツミルク」、「ライス乳」
と表示することは景品表示法上問題となりますか。

A10 食品表示基準において、原材料名は「その最も一般的な名称を
もって表示する」こととなっております。プラントベース(植物由来)
食品の原材料名としては、例えば、大豆から作られている食品の場
合には、「大豆」「大豆加工品」等と記載してください。
なお、プラントベース ( 植物由来 ) 食品の原材料の名称としては、
現時点では、肉や卵を含む用語は 、「一般的な名称」とは言えない
と考えます。

Q10 プラントベース ( 植物由来 ) 食品について、一括表示の原材料名
はどのように記載すべきでしょうか。例えば、代替肉や液卵と記載
可能ですか。
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